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企業集団の現況に関する事項 
（1） 主要な事業内容 

当社グループは、大豆加工製品の製造及び販売などを事業とし、その主要製品は、 
次のとおりであります。 

 部     門   主    要    製    品 
凍 豆 腐   家庭用凍豆腐、業務用凍豆腐 

加工食品   即席みそ汁、スープ類、オートミール 
 

（2） 主要な営業所及び工場 

①当社 
本    店 長野県飯田市駄科 1008番地 
本    社 大阪市淀川区田川三丁目７番３号 
支    店 東日本支店（東京都中央区）・西日本支店（大阪市淀川区） 
営 業 所 仙台営業所（宮城県）・名古屋営業所（愛知県) 

飯田営業所（長野県）・岡山営業所（岡山県） 
福岡営業所（福岡県) 

工   場 天竜工場・飯田工場・高森工場・伊那工場 
旭松バイオセンター（以上 長野県） 

研究施設 食品研究所（長野県） 
    ※名古屋営業所と飯田営業所は 2026年４月 1 日付で統合し、中日本営業所（愛知県） 

となりました。 

 ②子会社 
旭松フレッシュシステム株式会社 
本  社 長野県飯田市駄科 1008番地 
営業所 飯田営業所（長野県） 
物流センター 高森低温物流センター（長野県） 

       
※青島旭松康大食品有限公司、青島旭松康大進出口有限公司は、共同出資者
である青島康大控股集団有限公司への持分譲渡に伴い、子会社から除外して 
おります。 

  

（3） 従業員の状況 

①企業集団の従業員の状況 
 従業員数（前期末比増減） 

257名 （53名減）  
  

 

②当社の従業員の状況 
 従業員数（前期末比増減）   平均年齢   平均勤続年数 

232名 （5名増）   42.1歳   18.2年 
  

（注） 青島旭松康大食品有限公司、青島旭松康大進出口有限公司は連結非対象となった
ため、上記従業員数から除外したことから大幅な減少となっております。 
このほかにパートタイマーの期中平均雇用人員が 206名であります。 

（注） パートタイマーの期中平均雇用人員が 145名であります。 
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（4） 主要な借入先及び借入額 

 借   入   先   借入残高 
株式会社 八 十 二 長 野 銀 行   463,588 千円 

株式会社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行   163,400 千円 

株式会社 但 馬 銀 行   70,500 千円 
 
 
会社の株式に関する事項 

（1） 発行可能株式総数 5,680,000 株 
（2） 発行済株式の総数 1,876,588 株 
（3） 当事業年度末の株主数 4,558 名 
（4） 大株主（上位10名）     

  
株     主     名   持  株  数   持  株  比  率 

株 式 会 社 八 十 二 長 野 銀 行   89,620株   4.82％ 

木       下     博   隆   55,990株   3.01％ 

赤      羽     源  一  郎   55,834株   3.00％ 

国 分 西 日 本 株 式 会 社   54,885株   2.95％ 

藤 徳 物 産 株 式 会 社   54,885株   2.95％ 

佐  々  木      寛   雄   53,100株   2.85％ 

株 式 会 社 大 乾   44,885株   2.41％ 

株 式 会 社 日 阪 製 作 所   42,600株   2.29％ 

株 式 会 社 ホ ワ イ ト フ ー ズ   36,000株   1.93％ 

赤      羽     栄   子   27,300株   1.46％ 
（注） 当社は、自己株式18,620株を保有しておりますが、上記大株主から

除いております。 
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

  
(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 

     当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 
    株  式  数   交付対象者数 
取 締 役（社 外 取 締 役 を 除 く）   3,682株   6名 

監 査 役（社 外 監 査 役 を 除 く）      341株   1名 
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会計監査人の状況 
（1）当社の会計監査人の名称 

太陽有限責任監査法人 
 

（2）当社会計監査人の報酬等の額 
  

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 19,800千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,800千円 
  

(注)1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由 
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監
査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。 

2. 会計監査人との監査契約において、「会社法」上の会計監査人に対する報酬等の
額と「金融商品取引法」上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分しておら
ず、かつ、実質的に区分できませんので、報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。 

 

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解
任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品
質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。 

 
会社の体制及び方針 

（1） 業務の適正を確保するための体制 
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について

取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。 
 

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
取締役・使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役及び執行役員
は旭松グループにおける企業倫理の確立、法令、定款、社内規程の遵守を目的に制定した「旭
松グループ行動基準」を率先垂範するとともに、その周知徹底をはかり、これらの違反が判明
した場合には、その原因を究明したうえで、再発防止策を策定し、実行する。 
当社はコンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とした「コン
プライアンス委員会」を設置する。コンプライアンスの推進については、取締役・使用人がそ
れぞれの立場で自らの問題として業務運営にあたる。また、社内、社外に相談・通報体制を設
け、コンプライアンス違反行為が行われようとしていることに気づいたときは、コンプライア
ンス委員会に通報（匿名も可、通報者保護）をしなければならないと定める。 

 
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、法令及び社内規程に従い適正に行う。特
に内部情報管理については、一般の情報管理規程とは別に定め、管理を強化している。 

 
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
当社グループでは経営リスクの管理について、管理部門を主要メンバーとした検討会議によ
り定期的にモニタリングと検討を行い、経営会議へ報告し重要なリスク評価については取締役
会への報告を行う。また、特に製品の品質リスクについては、食品安全マネジメント規格であ
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る「ＦＳＳＣ２２０００」の全工場での認証を取得しており、「全社品質安全推進委員会」を
設置しリスク回避に努める。万一食品事故が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした
「食品事故緊急対策本部」を設置し、統括して危機管理にあたるものとする。さらに大規模災
害などの発生による業務継続の危機管理に対応するためＢＣＰ（事業継続計画）を策定してい
る。 

 
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社は、定例の取締役会、監査役会を毎月開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状
況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全執行役員が出
席する経営会議を毎月開催する。経営会議は、取締役会の監視のもと業務執行に関する基本的
事項等（ただし、取締役会専決事項を除く）にかかる意思決定を機動的に行うとともに、中期
経営計画及び各年度方針・予算を立案し、全社的な目標の設定と達成に向け具体策を立案し、
業務部門の実行状況の監督を行う。また、2021年より全取締役、監査役を対象に自己評価によ
る取締役会の実効性評価を行い、取締役会の実効性を継続的に高めていく取り組みを行う。 
 
⑤当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 
当社企業グループでは当社同様の内部統制システムを推進する。また、経営企画部長が関連
会社担当として、その任にあたる。また、関連会社の役員には当社役員を任命させる。なお関
連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ当社経営会議に定期的に出席し事業内容の
報告を求め、重要案件については事前協議を行う。当社監査部門はグループ企業の業務の適正
性に関する監査支援を定期的に行う。 

 
⑥監査役の職務を補助すべき使用人 
現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人はいないが、必要に応じ対応を行う。なお、
専任の使用人が設置された場合は、その人事考課、異動、懲戒等は監査役会の承認を要するも
のとする。 

 
⑦監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発⾒したときは、法令
に従い、直ちに監査役に報告する。監査役会は、監査活動の実効性を継続的に向上させること
を目的に、監査役会実効性評価を毎年実施し、監査活動の方針、重点監査項目や計画に反映さ
せる。また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執⾏状況を把
握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執⾏に関する重要な⽂
書を閲覧し、必要に応じて取締役⼜は使⽤⼈にその説明を求め意見陳述を行うとともに、監査
役会に報告し、情報の共有化を図る。更に監査役会は代表取締役、社外取締役との懇談会を定
期に開催し、経営課題等について提言を交え意見交換を行う。なお、監査役は、会社の会計監
査⼈から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を⾏うなど連携を図ってい
く。 

 
⑧反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 
当社は、社会の秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を一切
持たない。このような反社会的勢力による不当要求に対しては、組織的に毅然と対応する。ま
た、「旭松グループ行動基準」において法令を遵守し、健全な企業活動を行うことを定め、役
員及び従業員に周知徹底していく。 

 
（2） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)において、その基本方針に基づき以下の具体的な取
り組みを行っております。 
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① 主要な会議の開催状況として、取締役会は14回、監査役会は12回、経営会議は12回、コンプ
ライアンス委員会は４回、指名報酬諮問委員会は２回開催いたしました。 

 
② 監査役は監査役会で定めた監査方針に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役との定期
会合、その他取締役との意見交換、内部監査部門、会計監査人との意見交換会を実施し連携を
はかっております。 
 
③ 監査室は内部監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行の監査、内部統制監査を行い、
さらに各監査に併せ内部統制基礎教育について適宜実施いたしました。 

 
（3） 株式会社の支配に関する基本方針 

当社は現時点において、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めて
おりません。 
なお、敵対的買収につきましては、それに応じるか否かは株主の皆様の共同利益に照らして

慎重に判断すべきものと考えております。現時点では、防衛策は導入しておりませんが、今後
も継続的に検討を行ってまいります。 

 
（4） 親会社との取引に関する事項 

該当事項はありません。 
 

（5） 特定完全子会社に関する事項 
該当事項はありません。 

 
（6） 剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は株主各位に対する利益還元を重要課題と位置づけており、業績に裏付けられた
成果の配分を安定的に行うことを基本方針としています。 
この方針のもと、当期の配当金は、普通配当として１株当たり35円に加えて、創業75

周年の記念配当10円の計45円とさせていただきたく、本総会に上程しております。ま
た、内部留保資金につきましては、厳しい経営環境に対応するための将来投資に有効活
用していきたいと考えております。 
なお、当社は、剰余金配当の最終決定は、株主の皆様の意見を反映できるよう株主総

会で決定することとしております。 
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連結株主資本等変動計算書 
 

 ( 2025 
2026 

年 
年 
４ 
３ 
月 
月 
１ 
31 
日から 
日まで ) （単位：千円） 

 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高  1,617,844 1,633,518 4,525,825 △60,905 7,716,282 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △64,701  △64,701 
親 会 社 株 主 に 帰 属 
す る 当 期 純 利 益   230,711  230,711 

自 己 株 式 の 処 分  731  20,413 21,145 

自 己 株 式 の 取 得    △45 △45 

連 結 範 囲 の 変 動   △32,257  △32,257 
株主資本以外の項目の 
当期変動額 ( 純額 )      

当 期 変 動 額 合 計 － 731 133,752 20,368 154,852 

当 期 末 残 高 1,617,844 1,634,249 4,659,578 △40,536 7,871,135 
 

 
その他の包括利益累計額 

非支配 
株主持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当 期 首 残 高 250,545 224,600 475,145 74,366 8,265,795 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当     △64,701 
親 会 社 株 主 に 帰 属 
す る 当 期 純 利 益     230,711 

自 己 株 式 の 処 分     21,145 

自 己 株 式 の 取 得     △45 

連 結 範 囲 の 変 動     △32,257 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 ( 純額 ) 275,698 △224,600 51,097 △74,366 △23,269 

当 期 変 動 額 合 計 275,698 △224,600 51,097 △74,366 131,583 

当 期 末 残 高 526,243 － 526,243 － 8,397,378 
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連結注記表 
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等） 
 
１．連結の範囲に関する事項 
（1） 連結子会社の状況 

 連結子会社の数 １社 
主要な連結子会社の名称 旭松フレッシュシステム株式会社 
 当連結会計年度において、連結子会社である青島旭松康大食品有限公司及び青島旭
松康大進出口有限公司の持分一部を譲渡したことにより、連結の範囲から除外してお
ります。 

 
２．持分法の適用に関する事項 
（1） 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称 

該当事項はありません。 
（2） 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等 

該当事項はありません。 
 
３．会計方針に関する事項 
（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 
その他有価証券  
市場価格のない 
株式等以外のもの 

時価法 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 
②デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
③棚卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
ⅰ製品、商品、仕掛品… 総平均法 
ⅱ原 材 料…………… 移動平均法 
ⅲ貯 蔵 品…………… 最終仕入原価法 

 （2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
ⅰリース資産以外の有形固定資産 
定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物  ：２年～50年 
機械装置及び運搬具：２年～17年 
その他      ：２年～20年 

ⅱリース資産 
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

②無形固定資産 
ⅰリース資産以外の無形固定資産 
ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を、その他無形

固定資産については、定額法によっております。 
（3） 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。 
②賞与引当金 
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 
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（4） その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
①退職給付に係る会計処理の方法 
従業員の退職給付に備えるため、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度

の退職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。 
②外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末の為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 
③重要なヘッジ会計の方法 
ⅰヘッジ会計の方法 
主として繰延ヘッジ処理によっております。 
なお、特例処理の要件を充たしている金利スワップについては、特例処理によっておりま

す。 
ⅱヘッジ手段とヘッジ対象 

a （ヘッジ手段） 為替予約及び外貨預金 
  （ヘッジ対象） 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 
b （ヘッジ手段） 金利スワップ 
  （ヘッジ対象） 借入金 

ⅲヘッジ方針 
デリバティブ取引に関する内規に基づき、リスクヘッジ目的に限定しており、投機的な取

引は行いません。 
ⅳ有効性の評価方法 
為替予約等については、ヘッジの有効性が高いと認められるため、また、特例処理によっ

ている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 
④収益及び費用の計上基準 
ⅰ企業の主要な事業における主な履行義務の内容 
食料品の販売及び指定先への納品を履行義務としております。 

ⅱ企業が当該履行義務を充足する通常の時点 
国内の商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転さ

れる時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。 
 

(会計上の見積りに関する注記) 
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌

連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであり
ます。 
１．凍豆腐に係る固定資産の減損 
（１）連結計算書類に計上した金額 

建物及び構築物 7,618 千円 
機械装置及び運搬具 595,360  
リース資産 5,440  
その他 11,845  
  計 620,264  

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
当社グループにおける減損会計の適用に当たっては、主としてキャッシュ・フローを生み出

す最小単位として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき資産のグルーピン
グを行っており、主な資産グループは、凍豆腐、加工食品、及びその他食料品としております。 
当連結会計年度において、凍豆腐に関連する資産グループからの営業損益が継続してマイナ

スであることから減損の兆候を識別しておりますが、凍豆腐の資産グループから得られる割引前
将来キャッシュ・フローの総額を帳簿価額と比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フロー
が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識しないと判断いたしました。 
この割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会が承認した単年度予算に基づいて算出して

おり、直近の販売数量、販売価格及び販売シェアに基づく売上高見込み、原材料価格の見込み等
を主要な仮定としております。 
減損損失の認識に当たっては慎重に検討しておりますが、その見積り額の前提とした条件や

仮定に変更が生じるなどにより見直しが必要となった場合、翌連結会計年度において減損損失を
認識する可能性があります。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 
 １．有形固定資産の減価償却累計額…… 11,577,452千円  
２．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（1） 担保に供している資産 

 建物及び構築物 233,762 千円 
土    地 1,083,152  
  計 1,316,914  

 （2） 担保に係る債務 
 短期借入金 216,768 千円 

長期借入金 408,282  
  計 625,050  

 
３．棚卸資産 

商品及び製品 340,776 千円 
仕掛品 303,031  
原材料及び貯蔵品 916,905  
  計 1,560,714  

 
（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 
 
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 

普通株式…………………… 1,876,588株 
 
２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり 
配当額 基準日 効力発生日 

2025年６月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 64,701千円 35.00円 2025年 

３月31日 
2025年 
６月27日 

 
３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

2026年６月26日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 
 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり 
配当額 基準日 効力発生日 

2026年６月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 83,608千円 45.00円 2026年 

３月31日 
2026年 
６月29日 

 
（金融商品に関する注記） 
 

１．金融商品の状況に関する事項 
当社グループの資金運用は安全性の高い金融資産を基本とし、資金調達は設備投資計画に基づ

く資金計画により必要な資金を主に銀行借入により行っております。また、一時的な運転資金に
ついても銀行借入により行っております。 
売掛金はリスク軽減のため信用力の高い商社との取引や、ファクタリングなどを活用しており

ます。 
投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、定期的に時価の把握を行って

おります。 
買掛金はすべて１年以内の支払期日であります。 
短期借入金は主に運転資金の確保を目的としており、長期借入金及びリース債務は設備投資資

金の調達を目的としております。 
 
２．金融商品の時価等に関する事項 

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。((注)1.をご参照く
ださい。）また、「現金及び預金」は注記を省略しており、「売掛金」「買掛金」「電子記録債
務」「未払金」「未払法人税等」につきましては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しております。 
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（単位：千円） 
 

 連結貸借対照表 
計上額 時価 差額 

（1） 投資有価証券    
  その他有価証券 1,159,048 1,159,048 － 

（2） 短期借入金（１年内返済長期借入金含む） 242,706 246,193 3,487 
（3） 長期借入金 454,782 442,041 △12,740 

 

※当連結会計年度における（2）短期借入金（１年内返済長期借入金含む）は、すべて１年内返済長期借入金
であります。 

(注)1．市場価格のない株式等 
（単位：千円） 

 

区分 連結貸借対照表計上額 
非上場株式 84,712 

これらについては、「（1）投資有価証券」には含めておりません。 

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。 
 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券         
その他有価証券         
株式 1,159,048 － － 1,159,048 

資産計 1,159,048 － － 1,159,048 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

区分 時価（千円） 
レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

短期借入金 － 246,193 － 246,193 
長期借入金 － 442,041 － 442,041 

負債計 － 688,234 － 688,234 
(注)1．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

 投資有価証券 
これらの時価について、上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル1の時価に分類しております。 

 短期借入金及び長期借入金 
短期借入金のうち１年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を
行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。 
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（収益認識に関する注記） 

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
  (単位：千円) 

 

売上区分 合計 

凍豆腐 
加工食品 

 (即席みそ汁等) 
その他食料品 

 

一時点で移転される財 3,352,313 2,336,205 1,998,398 7,686,918 

一定の期間にわたり移転される財 ― ― ― ― 

顧客との契約から生じる収益 3,352,313 2,336,205 1,998,398 7,686,918 

その他の収益 ― ― ― ― 

外部顧客への売上高 3,352,313 2,336,205 1,998,398 7,686,918 

 
２．収益を理解するための基礎となる情報 
（顧客との契約及び履行義務に関する情報） 

当社グループでは、食料品の販売及び指定先への納品を履行義務としております。また、国内
での商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時ま
での期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。 
食料品の販売について、年間販売契約に基づきリベートを付して販売する場合、取引価格は、

契約において顧客と約束した対価から当該リベートの見積額を控除した金額で算定しております。 
 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ 
る収益の金額及び時期に関する情報 

① 契約資産及び契約負債の残高等 
当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生

していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した
履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。 

②残存履行義務に配分した取引価格 
当社グループにおいて、当初に予定される顧客との契約期間が1年を超える重要な取引はあり

ません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ
りません。 

 
（賃貸等不動産に関する注記） 
 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 
（１株当たり情報に関する注記） 
 

１株当たり純資産額………………………………… 4,519円 66銭 
１株当たり当期純利益……………………………… 124円 37銭 

 
（重要な後発事象に関する注記） 
 

該当事項はありません。 
 
（その他の注記） 
 

該当事項はありません。 
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株主資本等変動計算書 
 

 ( 2025 
2026 

年 
年 
４ 
３ 
月 
月 
１ 
31 
日から 
日まで ) （単位：千円） 

 

 

株主資本 

資本金 

資本 
剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他 
資本剰余金 

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

買換資産 
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

当 期 首 残 高 1,617,844 1,632,423 1,094 1,633,518 155,900 191,252 2,750,000 1,135,365 4,232,518 

当 期 変 動 額          

剰 余 金 の 配 当        △64,701 △64,701 

当 期 純 利 益        307,044 307,044 

自 己 株 式 の 処 分   731 731      

自 己 株 式 の 取 得          

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )          

当 期 変 動 額 合 計 － － 731 731 － － － 242,343 242,343 

当 期 末 残 高 1,617,844 1,632,423 1,826 1,634,249 155,900 191,252 2,750,000 1,377,708 4,474,861 

 

 
株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等

合計 

当 期 首 残 高 △60,905 7,422,975 250,545 250,545 7,673,520 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当  △64,701   △64,701 

当 期 純 利 益  307,044   307,044 

自 己 株 式 の 処 分 20,413 21,145   21,145 

自 己 株 式 の 取 得 △45 △45   △45 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )   275,698 275,698 275,698 

当 期 変 動 額 合 計 20,368 263,443 275,698 275,698 539,141 

当 期 末 残 高 △40,536 7,686,418 526,243 526,243 8,212,662 
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個別注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
 

１．資産の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 …………… 移動平均法による原価法 
その他有価証券  
市場価格のない 
株式等以外のもの 

時価法 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
①製品、商品、仕掛品… 総平均法 
②原 材 料…………… 移動平均法 
③貯 蔵 品…………… 最終仕入原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 

①リース資産以外の有形固定資産 
定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物     ：２年～50年 
構築物    ：２年～50年 
機械装置   ：２年～17年 

②リース資産 
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

（2）無形固定資産 
①リース資産以外の無形固定資産 
ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を、その他無形

固定資産については、定額法によっております。 
（3）長期前払費用 

均等償却をしております。 
 

３．引当金の計上方法 
（1） 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。 

（2） 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
（1） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、事業年度末の為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。 

（2） 退職給付に係る会計処理の方法 
従業員の退職給付に備えるため、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度の

退職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。 

（3） 重要なヘッジ会計の方法 
ⅰヘッジ会計の方法 
主として繰延ヘッジ処理によっております。 
なお、特例処理の要件を充たしている金利スワップについては、特例処理によっております。 

 



14 
 

ⅱヘッジ手段とヘッジ対象 
a （ヘッジ手段） 為替予約及び外貨預金 
  （ヘッジ対象） 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 
b （ヘッジ手段） 金利スワップ 
  （ヘッジ対象） 借入金 

ⅲヘッジ方針 
デリバティブ取引に関する内規に基づき、リスクヘッジ目的に限定しており、投機的な取

引は行いません。 
ⅳ有効性の評価方法 
為替予約等については、ヘッジの有効性が高いと認められるため、また、特例処理によって
いる金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

（4） 収益及び費用の計上基準 
ⅰ企業の主要な事業における主な履行義務の内容 

食料品の販売及び指定先への納品を履行義務としております。 
ⅱ企業が当該履行義務を充足する通常の時点 

国内の商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転さ
れる時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。 

 
(会計上の見積りに関する注記) 
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に

係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。 
１．凍豆腐に係る固定資産の減損 
（１）計算書類に計上した金額 

建物 1,154 千円 
構築物 6,463  
機械装置 589,013  
車両運搬具 6,346  
工具器具備品 11,845  
リース資産 5,440  
  計 620,264  

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
当社における減損会計の適用に当たっては、主としてキャッシュ・フローを生み出す最小単

位として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき資産のグルーピングを行っ
ており、主な資産グループは、凍豆腐、加工食品、及びその他食料品としております。 
当事業年度において、凍豆腐に関連する資産グループからの営業損益が継続してマイナスで

あることから減損の兆候を識別しておりますが、凍豆腐の資産グループから得られる割引前将来
キャッシュ・フローの総額を帳簿価額と比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローが帳
簿価額を上回るため、減損損失を認識しないと判断いたしました。 
この割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会が承認した単年度予算に基づいて算出して

おり、直近の販売数量、販売価格及び販売シェアに基づく売上高見込み、原材料価格の見込み等
を主要な仮定としております。 
減損損失の認識に当たっては慎重に検討しておりますが、その見積り額の前提とした条件や

仮定に変更が生じるなどにより見直しが必要となった場合、翌事業年度において減損損失を認識
する可能性があります。 

 
（貸借対照表に関する注記） 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額………… 11,280,705千円 
 

２．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（1）担保に供している資産 

建   物 233,762 千円 
土   地 1,083,152  
  計 1,316,914  

（2）担保に係る債務 
１年内返済予定の長期借入金 216,768 千円 
長期借入金 408,282  
  計 625,050  
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３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 
短期金銭債権……………………………… 1,801千円 
短期金銭債務……………………………… 81,962千円 

 
（損益計算書に関する注記） 
 

関係会社との取引高 
営業取引による取引高 
 売上高…………………………………… 10,331千円 
 仕入高等………………………………… 358,925千円 
 販売運賃及び保管料…………………… 688,843千円 
営業取引以外の取引高…………………… 9,960千円 

 
 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 
 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 
普通株式……………………………………   18,620 株  

 
（税効果会計に関する注記） 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
（1）繰延税金資産 

未払事業税等  5,131 千円 
賞与引当金等 10,694  
値引等見積計上による未払金 7,509  
確定拠出年金制度移行による未払金 9,301  
繰越欠損金 11,364  
投資有価証券評価損 29,148  
ゴルフ会員権評価損 3,573  
減価償却資産 96,914  
譲渡制限付株式報酬 35,888  
繰越外国税額控除 14,951  
その他 2,247  
繰延税金資産小計 226,725  
評価性引当額 △184,517  
繰延税金資産の合計 42,208  

 

（2）繰延税金負債 
買換資産圧縮積立金 86,407 千円 
その他有価証券評価差額金 181,866  
その他 43  
繰延税金負債合計 268,317  
   

 

（3）繰延税金資産(△負債)の純額…………… △226,109千円 
 
（関連当事者との取引に関する注記） 
 

子会社及び関連会社等 （単位：千円） 
 

属性 会社等の名称 議決権等の 
所有割合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 旭松フレッシュ 
システム株式会社 100％ 物流業務委託 

役員の兼任３名 

当社製品の 
輸送・保管 688,843 未払金 72,821 

当社保有土地、設
備の賃貸料の受取 9,960 － － 

 

（注）1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等 
 ①製品の輸送・保管については、提示された見積りと当社の希望価格を比較検討の上、交渉により決定しております。 
  ➁土地、設備の賃貸については、近隣の取引実勢や保有に係る経費等を勘案し決定しております。 
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（収益認識に関する注記） 
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

連結注記表において、当連結会計年度における顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し
ているため、個別での記載は省略しております。 
 

２．収益を理解するための基礎となる情報 
収益を理解するための基礎となる情報につきましては、連結注記表 (収益認識に関する注記)を参照
ください。 

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事 

業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び 
時期に関する情報 
連結注記表において、当連結会計年度における顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から
生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連
結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報を記載しているため、個別
での記載は省略しております。 

 
（１株当たり情報に関する注記） 
 

１株当たり純資産額……………… 4,420円 24銭 
１株当たり当期純利益…………… 165円 51銭 

 
（重要な後発事象に関する注記） 
 

該当事項はありません。 
 
（その他の注記） 
 

該当事項はありません。 
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監査報告書 
 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 
  

  

独立監査人の監査報告書 
旭松食品株式会社 

 取 締 役 会 御中 

  

 
 

 

 

  

 

監査意見 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、旭松食品株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、旭松食品株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸
表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。 
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 
 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。 
 

2026年５月 13 日   

太陽有限責任監査法人 
大 阪 事 務 所 

  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員   公認会計士 柳   承 煥 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員   公認会計士 髙 田 充 規 
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 
 

連結計算書類の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。  
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 
利害関係 
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 
 

以 上  
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 

  

独立監査人の監査報告書 
  

 

旭松食品株式会社 

取 締 役 会 御中 

  

 

 

 

 

監査意見 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、旭松食品株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。 
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 
 
その他の記載内容 
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整
備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。 
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。  

  
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

2026年５月 13日   

太陽有限責任監査法人 
大 阪 事 務 所 

  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員   公認会計士 柳   承 煥     

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員   公認会計士 髙 田 充 規     
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。 
  
計算書類等の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書
類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
以 上 
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監査役会の監査報告書 
  

監 査 報 告 書 
  
  

 当監査役会は、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第７６期事業年度における取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。 
  
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、電話回線またはテレビ会議システム等の手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他
の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施いたしました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関し
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして、会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容、及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）、及びその附属明細書について検討い
たしました。 

  
２．監査の結果 
（１） 事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。 

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
        会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
（３） 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
  
 ２０２６年５月１３日 
                                                              

 旭松食品株式会社 監査役会      
 

  
  

常勤監査役 寺 岡 義 裕 ㊞   
社外監査役 伊 坪   眞 ㊞   
社外監査役 近 藤 貴 俊 ㊞   
    

 以  上 


